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2021年 4月 30日 

 

吸収分割に係る事後開示事項 

 

愛知県大府市柊山町三丁目 33番地 

リネットジャパングループ株式会社 

代表取締役社長 黒田 武志 

愛知県大府市柊山町三丁目 33番地 

ネットオフ株式会社 

代表取締役社長 黒田 武志 

 

リネットジャパングループ株式会社（以下「分割会社」といいます。）とネットオフ株

式会社（以下「承継会社」といいます。）は、2021年 4月 1日（吸収分割の効力発生日）

をもって吸収分割（以下「本件分割」といいます。）いたしました。本件分割に関する事項

につき下記のとおりご報告申し上げます。 

記 

１．吸収分割が効力を生じた日 

  2021年 4月 1日 

２．分割会社の手続の経過 

①会社法 784条の 2の規定による請求をされた株主はありませんでした。 

②会社法 785条、社債、株式等の振替に関する法律 155条 2項及び 161条 2項の規定に

より、株主に対し、2021 年 2 月 25 日付で電子公告いたしましたが、株式の買取請求

をされた株主はありませんでした。 

③本件分割に関し、会社法 787 条に基づく新株予約権買取請求権を行使することができ

る新株予約権者は存在しません。 

④本件分割に係る債務の承継は、重畳的債務引受の方法によっているため、本件分割に

関し、分割会社に対して異議を申述することができる債権者は存在しません。 

 

３．承継会社の手続の経過 

①本件分割は、会社法 796 条 2 項本文に規定する場合に該当するため、会社法 796条の

2の規定による請求をすることができる株主は存在しません。 

②本件分割は、会社法 796 条 1 項の規定に基づき、承継会社の株主総会による吸収分割

契約の承認を得ずに行っておりますところ、承継会社の株主は分割会社のみであるた

め、会社法 797条の規定による手続は行っておりません。 

③会社法 799 条の規定により、2021 年 2 月 25 日付で官報に公告をいたしましたが、異
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議申述期限の 2021 年 3月 25 日までに異議申述をされた債権者はありませんでした。

なお、承継会社に知れている債権者はなく、各別の催告は行っておりません。 

 

４．本件分割により承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

  本件分割により、承継会社は、分割会社から、分割会社が営む一切の事業（ただし、

分割会社がその株式または持分を保有する会社の事業活動に対する支配及び管理に関す

る事業を除きます。）に関する資産、負債その他の権利義務を引き継ぎました。分割会社

から承継した資産及び負債の額は、それぞれ、1,697百万円（概算値）、1,280百万円（概

算値）です。 

 

５．会社法 923条の変更の登記をした日 

   2021年 4月 1日 

 

６．その他吸収合併に関する重要な事項 

  本件分割に際して、承継会社は、承継会社の株式その他の資産の割当てを行いません

でした。 

以上 

 


